
市民税・県民税・森林環境税納税通知書（納税義務者用）の見方

お問い合わせの際は通知書番号をお知らせください。

普通徴収（納付書や口座振替、納税組合での納付）の対象となる税額です。

対象年度の年金からの特別徴収の税額です。

※４・６・８月は対象年度の前年度も年金からの特別徴収をさ

れていた方のみ記載されます。

対象年度の翌年度（４・６・８月）の年金からの特別徴収の税

額です。

【人的控除の内訳】

該当する場合は、「有」印または人数が記載されます。

対象年度の年税額（給与特別徴収、年金特別徴収、普通徴収の合計額）が記載されます。

口座振替の方はこちらに口座情報が記載さ

れます。

②【所得控除】

①の総所得金額から控除される金額で

す。

①【所得】

前年１月から１２月までの収入金額で

す。

（例）令和８年度の所得額は、令和７

年１月から１２月までの収入額を基に

計算しています。

③【課税標準】

①から②を引いた課税対象となる所得

額です。

「住宅ローン控除」などの住宅借入金特別税額控除額、「ふ

るさと納税」など寄附金税額控除額がある場合は、それぞれ

の税額控除額（市民税・県民税分）の合計額が記載されます。

【控除不足額】

所得割額から控除しきれなかった配当割額または株式等譲渡所得割額がある場合に記載されます。

【還付額】

還付額の記載がある場合は、市県民税・森林環境税の還付に関する通知を送付します。

２枚目

３枚目


